
号

外

八�
令

和

三

年

三

月
三
十
一
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
特
定
診
療
科
・
総
合
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

医
療
福
祉
連
携
推
進
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

一

○
岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

五

○
岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

高
齢
福
祉
課)

一
一

○
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
障
害
福
祉
課)

一
三

○
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

二
二

○
岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
三

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)
二
三

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

二
四

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

二
四

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

二
四

規

則

岐
阜
県
特
定
診
療
科
・
総
合
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
五
号

岐
阜
県
特
定
診
療
科
・
総
合
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
特
定
診
療
科
・
総
合
診
療
科
医
師
研
修
資
金
貸
付
規
則(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
五

十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢う

え
｣

を｢上
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
九
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
十
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
六
号

岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

( ) 令和３年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日



岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を｢(

無
断
退
去
届
等)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

精
神
科
病
院｣

を｢

国
、
都
道

府
県
並
び
に
都
道
府
県
又
は
都
道
府
県
及
び
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
地
方
独
立

行
政
法
人(

以
下｢
国
等｣

と
い
う
。)

が
設
置
し
た
精
神
科
病
院
又
は
法
第
十
九
条
の
八
に
規
定
す

る
指
定
病
院(

以
下｢
指
定
病
院｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
、｢

管
理
者
は
、｣

の
下
に｢

法
第
二
十
九
条

第
一
項
又
は
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
管
理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
精
神
障
害
者
が
帰
院
し
た
と
き
は
、
無
断
退

去
者
帰
院
届(

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
中｢

精
神
科
病
院｣

を｢

国
等
が
設
置
し
た
精
神
科
病
院
又
は
指
定
病
院｣

に
改
め
る
。

別
表
備
考
第
一
号
ハ
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢保

健
所
長

様
｣

を｢
保
健
所
長

様
｣

に
改
め
、

｢�
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢保

健
所
長

様
｣

を｢岐
阜
県

保
健
所
長

様
｣

に
改
め
、

｢�
｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢保

健
所
長

様
｣

を｢岐
阜
県

保
健
所
長

様
｣

に
改

め
、｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢保

健
所
長

様
｣

を｢岐
阜
県

保
健
所
長

様
｣

に
改
め
、｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、｢第
34条
に
よ
る
｣

を｢第
34条
の
規
定
に
よ
る
｣

に
改
め
、

同
様
式
記
載
上
の
留
意
事
項
第
八
号
中｢２
人
目
｣

を｢､
２
人
目
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
留
意
事
項
第
二
号
中｢又

は
｣

を
削
り
、

同
様
式
記
載
上
の
留
意
事
項
第
九
号
中｢２

人
目
｣

を｢､
２
人
目
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中｢印
｣

を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
留
意
事
項
第
一
号
中｢第

３
項
に
よ
る
｣

を｢第
３
項
の
規
定
に
よ
る
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢岐

阜
県
知
事

様
｣

を｢岐
阜
県
知
事

様
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
り
、｢第
34条
に
よ
る
｣

を｢第
34条
の
規
定
に
よ
る
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
、
別
記
第
十
二
号
様
式(

記
載
上
の
留
意
事
項
を
除
く
。)

及
び
別
記
第
十
三
号

様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢岐

阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様
｣

を｢岐
阜
県
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様
｣

に
改
め
、｢印

｣

を
削
り
、｢第

20条
｣

を｢第
20条
の
規
定
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
載
上
の
留
意
事
項
第
八
号
中｢あ

る
の
は
｣

を｢あ
る
の
は
､
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中｢岐

阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様
｣

を｢岐
阜
県
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中

｢岐
阜
県
知
事

様
｣

を

｢岐
阜
県
知
事

様
｣

に
改
め
、

｢�
｣

を
削
り
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和３年３月31日 ( )２

入
院
年
月
日
以
前

に
利
用
し
て
い
た

障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活

を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律

第
５
条
第
１
項
に

規
定
す
る
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
事
業
を
行
う
者

入
院
形
態

入
院
年
月
日

入
院
年
月
日

無
断
退
去
後
病
院

が
採
つ
た
措
置

無
断
退
去
の
概
要

症
状
の
概
要

症
状
の
概
要

年
月

日
入
院

年
月

日
入
院



｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和３年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

入
院
年
月
日
以
前

に
利
用
し
て
い
た

障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
係
る
事
業
を

行
う
者

の
名
称
､
所
在
地

及
び
連
絡
先

連
絡
先

所
在
地

名
称
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別
記
第
十
七
号
様
式
中｢保

健
所
長

様
｣

を｢岐
阜
県

保
健
所
長

様
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中｢保

健
所
長

様
｣

を｢岐
阜
県

保
健
所
長

様
｣

に
改

め
、｢�

｣
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中｢岐

阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様

保
健

所
長

様
｣

を｢岐
阜
県
精
神
保
健

岐
阜
県

福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様

保
健
所
長

様
｣

に
、 ｢

を

｣

｢

に
、｢家

族
の
連
絡
先
｣

を｢家
族
等
の

｣

｢
｢

連
絡
先
｣

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

に
改
め
、
同
様
式
注

｣
｣

第
三
号
中｢脱

帽
し
て
｣

を｢脱
帽
(申
請
者
の
申
出
に
よ
り
､
知
事
が
宗
教
上
又
は
医
療
上
の
理
由

に
よ
り
顔
の
輪
郭
が
分
か
る
範
囲
で
頭
部
を
布
な
ど
で
覆
う
こ
と
を
認
め
る
場
合
を
除
く
｡)､
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中｢記

載
｡
｣

を｢記
載
｣

に
改
め
、

｢
(自
署
又
は
記
名
捺
印
)

印
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中｢岐

阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様

保
健

所
長

様
｣

を｢岐
阜
県
精
神
保

岐
阜
県

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様

保
健
所
長

様
｣

に
改
め
、｢氏

名
印
｣

を｢氏
名
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中｢岐

阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様

保
健

所
長

様
｣

を｢岐
阜
県
精
神
保

岐
阜
県

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長

様

保
健
所
長

様
｣

に
改
め
、｢�

｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
備
考
第
一
号
ハ
を
削
る
改

正
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
別
表
備
考
第
一
号
の
規
定
は
、
令
和
三
年
七
月
以
後
の
月
分
の
入
院
費
用
の
徴
収
額
か

ら
適
用
し
、
同
年
六
月
分
ま
で
の
入
院
費
用
の
徴
収
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福

祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
七
号

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

多
頭
飼
養
の
届
出
等)

第
三
条
の
二

条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
多
頭
飼
養
届
出
書(

別
記
第
一
号

( ) 令和３年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５

姓

氏
名� 氏名

� 名

姓

氏
名

名氏名 �



様
式
の
二)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
多
頭
飼
養
変
更
届
出
書(

別
記
第
一
号
様
式

の
三)
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
十
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一

飼
養
す
る
犬(
生
後
九
十
日
以
下
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

及
び
猫

(

生
後
九
十
日
以
下
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
合
計
数
の
減
少

二

飼
養
す
る
犬
及
び
猫
の
合
計
数
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
増
加

三

飼
養
す
る
犬
又
は
猫
の
不
妊
手
術
又
は
去
勢
手
術
の
実
施
数
の
変
更

４

条
例
第
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
多
頭
飼
養
廃
止
等
届
出
書(

別
記
第
一
号
様

式
の
四)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

条
例
第
十
条
の
二
第
四
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
、
同
法
第
百
二

十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
お
い

て
、
教
育
の
た
め
に
犬
又
は
猫
を
飼
養
す
る
場
合

二

獣
医
療
法(

平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
施
設
に
お
い
て
、

診
療
の
た
め
に
犬
又
は
猫
を
飼
養
す
る
場
合

三

身
体
障
害
者
補
助
犬
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訓
練

事
業
者
が
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
補
助
犬
を
育
成
す
る
た
め
に
犬
を
飼

養
す
る
場
合

四

試
験
研
究
用
又
は
生
物
学
的
製
剤
の
製
造
の
用
に
供
す
る
た
め
に
犬
又
は
猫
を
飼
養
す
る
場
合

五

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号)
第
十
条

の
五
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

別
記
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
八
号

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
七
条
中｢

第
二
十
九
条
第
十
三
項｣

を｢

第
二
十
九
条
第
十
五
項｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
の
二
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢届

け
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢届

け
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢届

け
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢届
け
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢届

け
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和３年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11
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別
記
第
二
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢届

け
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢届

け
ま
す
｣

を｢届
け
出
ま
す
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定

に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま

ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
九
号

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和３年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13
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別
記
第
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、｢現

在
起
こ
っ
て
い
る
｣

を｢､
現
在
起
こ
っ
て
い
る
｣

に
、

｢お
問
い
合
せ
｣

を｢お
問
合
せ
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

｢

を

｣
｢

に

｣

改
め
、｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
注
３
を
削
り
、
同
様
式
注
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
51破

損
､
52紛

失
及
び
59そ

の
他
再
交
付
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
は
､
運
転

免
許
証
､
旅
券
等
そ
の
他
施
行
規
則
に
定
め
る
書
類
に
よ
り
本
人
確
認
が
で
き
た

場
合
は
､
個
人
番
号
欄
の
記
入
を
要
し
な
い
こ
と
｡

４
添
付
す
る
写
真
は
､
申
請
者
の
申
出
に
よ
り
､
知
事
が
宗
教
上
又
は
医
療
上
の

理
由
に
よ
り
顔
の
輪
郭
が
分
か
る
範
囲
で
頭
部
を
布
な
ど
で
覆
う
こ
と
を
認
め

る
場
合
が
あ
る
こ
と
｡

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢�
｣

を
削
り
、
同
様
式
添
付
書
類
第
一
号
中｢要

綱
を
｣

を｢要
綱
｣

に

改
め
、｢を

添
付
す
る
こ
と
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
第
三
号
中｢､

そ
の
｣

を｢そ
の
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢�

｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
五
十
号

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
記
第
二
号
様
式
中

を

に
改
め
、｢印

｣
｣

※
７
｣

及
び｢※

７
申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
､
記
名
押
印
又
は
自
筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
と

す
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢医

師
氏
名
(自
署
又
は
記
名
捺
印
)
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
印
｣

を｢医

師
氏
名
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
記
第
六
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
七
号
様
式(

備
考
を
除
く
。)

中｢印
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考
自
己
負
担
上
限
額
(所
得
区
分
及
び
重
度
か
つ
継
続
該
当
・
非
該
当
)
及
び
指
定
自
立
支
援

医
療
機
関
の
変
更
に
つ
い
て
は
､
支
給
認
定
の
変
更
を
行
う
た
め
､
自
立
支
援
医
療
費
支
給
認
定

申
請
書
に
よ
る
変
更
申
請
と
す
る
こ
と
｡

別
記
第
八
号
様
式
中｢印

※
４
｣

及
び｢※

４
申
請
者
氏
名
に
つ
い
て
は
､
記
名
押
印
又
は
自

筆
に
よ
る
署
名
の
い
ず
れ
か
と
す
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
別
紙
六
か
ら
別
紙
九
ま
で
の
規
定
中｢証

明
す
る
｣

を｢証
明
す
る
｡
｣

に
改
め
る
。
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被
保
険
者
証
の

記
号
及
び
番
号

受
診
者
の
被
保
険
者

証
の
記
号
及
び
番
号

被
保
険
者
等

記
号
・
番
号

受
診
者
の
被
保
険
者

等
記
号
・
番
号



別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中｢印

｣

を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式(

別
紙
備
考
を
除
く
。)

中｢印
｣

を
削
り
、
同
様
式
別
紙
備
考
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

備
考
※
に
つ
い
て
は
､
新
規
開
局
す
る
保
険
薬
局
の
み
記
入
す
る
こ
と
｡

別
記
第
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢印

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
五
十
一
号

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則(
平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則

第
七
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中｢印
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢わ

か
る
｣

を｢分
か
る
｣

に
改
め

る
。別

記
第
四
号
様
式
中｢事

業
者

住
所
：

名
称
：
｣

を｢事
業
者
住
所
：

名
称
：
｣

に
改
め
、

｢印
｣

を
削
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中｢印
｣

を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

同
様
式
備
考
第
四
号
中｢変

更
が
｣

を｢､
変
更
が
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備
考
第
三
号
と
し
、

同
様
式
備
考
中
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
様
式
備
考
第
六
号
中｢記

入
｣

を｢記
載
｣

に
改
め
、
同

号
を
同
様
式
備
考
第
五
号
と
し
、
同
様
式
備
考
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
様
式
備
考
第
八
号
中

｢記
入
｣

を｢記
載
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備
考
第
七
号
と
し
、
同
様
式
備
考
第
九
号
中｢記

入
｣

を｢記
載
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備
考
第
八
号
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢印

｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
様
式
備
考
第
五
号
中｢記

入
｣

を｢記
載
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備

考
第
四
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

多
治
見
ス
マ
ー
ト
ク
リ
ニ

ッ
ク

多
治
見
市
住
吉
町
七
丁
目
二
七
番
地
二

三
街
区
二
七
番

令
和

三
・

二
・

一

片

野

歯

科

大
垣
市
林
町
一
丁
目
四
六
番
地
の
一
一

同

マ
イ
薬
局

多
治
見
店

多
治
見
市
住
吉
町
七
丁
目
二
七
番
地(

二
五
街
区
五)

同
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岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

山

下

歯

科

医

院

高
山
市
総
和
町
一
丁
目
四
七
番
地

令
和

二
・
一
二
・
三
一

古

榮

歯

科

院

中
津
川
市
駒
場
一
二
一
二
―
一

同

片

野

小

児

歯

科

大
垣
市
林
町
一
丁
目
二
〇
八
番
地

令
和

三
・

一
・
三
一

山
中
薬
局

妻
木
店

土
岐
市
妻
木
町
一
一
七
八
―
一

令
和

二
・
一
二
・
三
一

ル
ー
ン
調
剤
薬
局

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
天
神
二
四
七
―
一

令
和

三
・

一
・
三
一

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
所
在
地
等
を
変
更

し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

株
式
会
社

ふ
く

新

関
市
武
芸
川
町

高
野
二
五
九
番

地

旧

関
市
武
芸
川
町

八
幡
三
三
一
番

地
一

ふ
く
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

新

関
市
武
芸
川
町

高
野
二
五
九
番

地

旧

関
市
武
芸
川
町

八
幡
三
三
一
番

地
一

平
成
��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

杉

原

裕

也

各
務
原
接
骨
院

各
務
原
市
那
加
石
山
町
一
丁
目
一
三
〇

番
地

令
和�･�･�

小

川

紗
矢
香

各
務
原
鍼
灸
院

各
務
原
市
蘇
原
持
田
町
五
丁
目
五
八
番

地
一

同

山

本

良

之

み
つ
づ
か
接
骨
院

大
垣
市
三
塚
町
一
一
〇
六
―
一

同
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宇
佐
美

徹

つ
ば
き
治
療
院

可
児
郡
御
嵩
町
中
八
一
二
―
一
二

令
和�･�･�

服

部

佳

恭

笠

松

接

骨

院

羽
島
郡
笠
松
町
下
新
町
六
七
―
一

令
和�･�･��
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令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


